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利息制限法を超える金利は違法です。

こんなはずじゃ無かったのに！？

労福協は働く仲間の生活を守ります･･･

クレジットや消費者金融を利用して返済困難に陥っている「多重債務者」

は、全国で267万人もいるといわれています。そのうち自己破産者は、2004

年度以後減少傾向にありますが、それでも、2005年度は18万人おり、過去

10年間では、149万人が自己破産しています。又、経済生活苦での自殺者は

1年間で8,000人を超え、深刻な社会問題になっています。

このような状況下で、全国に先駆けて長野県では「長野県多重債務者対策

協議会」を発足し、積極的な対策に乗り出しました。又、県労福協としても

働く仲間の生活を守るため「対策協議会」に加わると共に、県労福協構成団

体の労働組合や、労働金庫、労働基金等と連携をとり、多重債務防止のため

の啓発活動や、多重債務者救済の活動を行っています。

100万円の借金を、毎月他の消費者金融から借り

て返すということを繰り返していると、借金は、

8年目で1,000万円に膨れ上がります。

昨年12月13日、「貸金業規則法などの一部を改正するための法律」が私

たちの要求に近い形で成立しました。概ね3年後（2009年12月）に、

サラ金などの上限金利は、利息制限法の利率（元本10万円未満は年

20％、10万円以上100万円未満は年18％、100万円以上は年15％）に

統一されます。法律施行後は、サラ金などが年20％を超えて貸し付け

ると刑罰が科され、年15％ないし18％を超えた場合は行政処分の対象

となります。また、返済能力を超えた貸付を禁止するため、総貸入残高

が年収の3分の1を超えないよう規制されます。

10年間で149万人
が自己破産
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＊29.2％を超える金利は出資
法違反。5年以下の懲役もし
くは、1,000万円以下の罰金
に処せられる。

＊元本10万円未満・・・20％以下

＊元本10万円以上100万円未満
　・・・18％以下

＊元本100万円以上・・・15％以下

〈出資法：29.2％以下〉
＊20％を超える金利は利息制限
法違反。しかし、罰則がないた
め、大多数の消費者金融は、こ
の間で金利を設定している。
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●個人破産申立件数の推移（資料：最高裁判所司法統計）

●雪だるま式負債増加
シュミレーション
（年利29.2％で算出）

自己破産者の約4割
は給与生活者。借金
をする理由は「生活
費」「負債の返済資
金」「債務の肩代わ
り」等々ですが、い
ずれも、最初は誰も
が「返せる範囲の金
額」だと思って、高
金利のお金を借りて
います。最初が肝心
です。冷静に、金利
を良く見比べて、資
金計画も確実にし
て、適正なローンを
利用しましょう。

★そのお金、本当に必要ですか？
★ほかに、もっと安い金利で借り
　られるところは、ないですか？
★あなたの収入で、きちんと返済できますか？

サラ金カードはつくらない！

カードや名義は人に貸さない！

point

4

point

5

カードは必要枚数以上もたない！

過剰融資に乗せられない！

借金返済のためのローンは絶対に借りない！

point

1

point

2

point

3

借りる前に、
もう一度、よ～く
考えて下さい！

多重債務防止啓発、多重債務者救済特集

利息制限法で規定された金利を超えるものは、本

来違法ですが、罰則規定がないために、多くの消

費者金融会社の高い金利は利息制限法の制限利息

を上回っています。

利息の上限違反に刑罰を科す「出資法」では、上

限金利を29.2％と定めています。ほとんどの消費

者金融会社は「利息制度法上限」と「出資法上限」

の間のグレーゾーンでの営業活動を続けています。

2009年12月を目処にグレーゾーン廃止・総量規制の導入！
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万が一、多重債務に陥ってしまったら万が一、多重債務に陥ってしまったら
解決できない借金はない　　 一人で悩まず、組合、「ろうきん」、労福協へ相談しましょう！

多重債務の解決には、必ずなんらかの方法があります。夜逃げや自殺は絶対に必要ありません。ましてや、犯

罪行為に走るなど、かえって家族や親族、友人を悲しませるばかりです。

万一、多重債務に陥ってしまったら、一人で悩まず、まずは組合または「ろうきん」、労福協に相談しましょう。

特に、「ろうきん」では、全店に配属された「多重債務相談員」が親身になって相談を受けています。また、労

働基金との連携による「労働基金顧問弁護士」のほか、長野県司法書士会のご協力による「クレ・サラ問題相談

ネットワーク」登録司法書士の相談体制も整っています。

「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」など、解決への選択肢はいろいろです。

勇気を出して、一日も早く相談しましょう。・・・・・

早いほどいい

借金が返せない、多重債
務に陥ってしまった。
そんな時でも必ず解決法
はあります。
とにかく「組合」「ろう

きん」「労福協」のいずれ
かに相談することです。
だれにも話せず長期間悩
むことが少なくありませ
ん。その間にも借金はふく
らんでいきます。

すべて書き出す

まず、借金のリストを書
きだします。いつ、どこか
ら、いくら借りて、金利は
いくらか、返済した額、残
高はいくらなのか。
金利が不当に高すぎる場
合は利息制限法の金利で計
算し直し、払いすぎた分を
返済にあて
て債務を圧
縮できます
（金利の引
き直し）

解決法は必ずある

借金をすべて書き出し、債務
がはっきりしたら、4つの解決
法のいずれかで解決可能です。
①親族から援助が得られたり、ろう
きん融資が受けられる場合は、弁
護士等に依頼して「任意整理」を
②債務額が少ない場合は自
分で簡易裁判所に申立を
する「特定調停」を
③債務額は大きいが定期収入が
ある場合は、「個人再生」を
④そして最後の手段が「自
己破産」です。

新たな出発を

どうしても債務が返済で
きない、将来の収入をあて
ても返済の見通しがたたな
いときの唯一の方法が自己
破産です。
裁判所に申し立て、審理
を経て認められると、借金
の返済が免除されます。
自己破産は、新たな生活
の立て直しができる最後の
チャンスです。
それまでの生活を見直

し、新たな出発が可能です。

☆多重債務者の7割が「半年間一人で悩んだ」と答えています。精神的に相当まいっていますので温かい心遣いが大切です。

☆家族に内緒で整理したいという場合は、説得し、組合役員や家族も交えて対応することが肝要です。

☆｢ろうきん融資」が利用できない場合でも、別の形での解決方法は必ずあるので、本人・家族・組合・ろうきん又は労福

協・弁護士（司法書士）が一緒に親身に打ち合わせしましょう。

〈多重債務相談のポイント〉

多重債務の4つの解決方法

裁判所などの公的機関を利用せずに
貸金業者などと話し合い、利息制限

法にもとづいて借金の減額などの交渉をします。一
括弁済、または分割弁済もできます。ほとんどの場
合、弁護士などの法律の専門家に依頼します。

労福協の

人には言えない悩み事、どなたでもお気軽にお電話ください！

お電話で無料相談

0120-39-6029

あなたに合った解決法はきっと見つかります！
ひとりで悩んでいないで、まずご相談ください！

ご協力いただく
専門家は…

主催：長野県労働者福祉協議会
長野市立町978-2　労済会館2F

平日【相談アドバイザー】
10：00～16：00
毎月第2土曜日【専門家】
10：00～16：00

薔
フリーダイヤル

弁護士 社会保険労務士 司法書士 就職相談員

●生活に必要な財産は手元に残
ります。
　　生活に必要な衣服や家具等
などは残ります。

●一定期間、ローン・クレジット
利用できない。
　　クレジットカードは7～8年くら
い利用できなくなります。又、金
融機関の借り入れは概ね10年間
は利用できなくなります。

●自己破産は、戸籍や住民票に
は載らない。
　　「官報」に記載されるが、戸籍
や住民票には一切記載されない
ので、家族には影響はない。

●選挙権は残ります。

●原則、家族の財産には影響はあり
ません。

●アパート等を追い出されるこ
とはありません。

●自己破産確定後、7年間は「自
己破産」できない。

●自己破産を理由に勤務先を解
雇される事はない。

●「免責決定」まで就けない職業があります。
　　不動産鑑定士・土地家屋調
査士・宅建取扱主任者・生命保
険募集員・損害保険代理店など
　　なお、制限は「免責」決定後
は回復します。

任意整理

債務者本人が簡易裁判所に調停申立
てをすると、調停委員が借り手と貸

し手の間に入り、和解交渉をあっせんしてくれます。
この場合も利息制限法で借金を減額、一括弁済か分
割弁済を交渉します。

特定調停

負債総額が3000万円以下で、定期収
入が見込める場合、借金の一部の返
済計画案をつくり、裁判所に認めて

もらったうえで計画通り返済が終われば残りの借金
が免除されるというもの。自己破産と違い、住宅を
維持しながら債務整理ができます。

個人再生
手続き

任意整理が困難なほど多額の借金を
抱えてしまった場合の最後の手段。

破産宣告を受けただけでは借金は免除されません。
免責を申立て、裁判所に認められてはじめて支払い
義務がなくなります。この免責は無条件にもらえる
訳ではありません。

自己破産
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夫
と
子
供
２
人
。
以
前
夫
の
勤
務
先
が
倒
産
し
、

再
就
職
先
で
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
、
現
在
の
勤
務
先
も

給
料
が
安
い
。
５
年
位
前
か
ら
生
活
費
や
子
供
の

大
学
進
学
に
よ
る
学
費
と
仕
送
り
の
た
め
サ
ラ
金

か
ら
借
入
し
、
６
社
か
ら
４
０
０
万
円
位
の
借
入

残
が
あ
る
。
月
額
約
１
５
万
円
の
パ
ー
ト
収
入
全

て
を
サ
ラ
金
の
返
済
に
充
て
て
い
る
。
な
ん
と
か

し
た
い
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
回
答
】

夫
に
打
ち
あ
け
て
、
弁
護
士
か
司
法
書

士
に
相
談
を
。
返
済
額
と
収
入
を
考
慮
し
、
他
に

資
産
も
な
く
返
済
が
全
く
不
可
能
な
ら
ば
自
己
破

産
、
一
部
返
済
可
能
な
場
合
は
個
人
再
生
の
手
続

き
が
考
え
ら
れ
る
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
６
社
か
ら
４
０
０
万
円
を
借
り
て

い
る
。「
ロ
ー
ン
を
一
本
化
す
る
た
め
に
…
」
と
、

ハ
ガ
キ
が
来
た
。「
デ
ー
タ
ー
を
取
る
た
め
」
と

言
わ
れ
、
サ
ラ
金
２
社
か
ら
６
０
万
円
を
借
入
れ

さ
せ
ら
れ
、
指
示
に
従
っ
て
送
金
し
た
。
サ
ラ
金

か
ら
返
済
請
求
が
来
た
の
で
、
相
手
に
電
話
し
た

ら
連
絡
が
つ
か
な
か
っ
た
。
警
察
に
も
相
談
に
行

っ
た
が
、
戻
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。

【
回
答
】

振
り
込
め
詐
欺
と
思
わ
れ
る
。

基
本
的
な
問
題
で
あ
る
「
多
額
の
借
金
の
解
決

を
図
る
」
こ
と
が
先
決
。
専
門
家
に
相
談
を
。

相
手
を
特
定
で
き
る
だ
け
の
情
報
は
な
い
の

で
、
警
察
の
言
う
通
り
お
金
が
戻
る
こ
と
は
難
し

い
。安

易
に
借
り
て
返
す
方
法
は
、
負
債
額
が
減
る

わ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
な
解
決
に
な
ら
な
い
の

で
、
上
手
い
話
や
怪
し
げ
な
話
は
断
固
断
る
こ
と
。

長
い
期
間
に
亘
っ
て
サ
ラ
金
等
と
の
取
引
及
び

返
済
を
続
け
て
い
る
場
合
、
取
引
に
当
っ
て
決
め

ら
れ
た
利
息
の
利
率
を
低
い
利
率
で
計
算
し
直
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
借
入
金
の
残
額
が
大
幅
に
減
額

さ
れ
、
又
は
残
額
が
な
く
な
っ
て
払
い
過
ぎ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
の
表

は
実
際
の
事
例
で
す
。
借
入
金
残
額
欄
に
記
載
の

通
り
６
社
で
４
５
０
万
円
近
い
借
入
金
が
あ
り
、

返
済
が
で
き
な
く
な
っ
て
相
談
に
来
ら
れ
ま
し

た
。債

務
整
理
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
各
消
費

者
金
融
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
対
し
、
受
任
通
知

を
送
付
す
る
と
共
に
、
取
引
開
始
時
か
ら
の
借
入

及
び
返
済
の
経
過
の
一
覧
（
取
引
履
歴
）
を
送
付

す
る
よ
う
請
求
し
ま
す
。
こ
の
取
引
履
歴
を
基
に

利
息
制
限
法
に
基
づ
く
引
き
直
し
計
算
を
行
い
、

本
来
の
借
金
の
残
高
を
決
定
し
ま
す
。
利
限
計
算

欄
の
金
額
が
▲
（
マ
イ
ナ
ス
）
は
、
払
い
過
ぎ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

各
消
費
者
金
融
会
社
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
と
交

渉
し
、
２
社
は
訴
訟
を
し
て
和
解
内
容
の
通
り
解

決
し
、
１
社
（
E
）
は
支
払
分
が
あ
り
ま
し
た
が
、

６
社
で
約
４
５
０
万
円
の
借
金
が
、
債
務
整
理
し

た
結
果
、
５
０
０
万
円
近
い
お
金
を
手
に
し
て
解

決
し
ま
し
た
（
過
払
金
の
返
還
）。

計
算
し
直
す
と
き
の
低
い
利
息
と
は
、
１
頁
で

示
し
ま
し
た
よ
う
に
利
息
制
限
法
と
い
う
法
律
で

決
め
ら
れ
た
利
率
で
す
。
サ
ラ
金
等
は
、
一
定
の

要
件
の
下
で
こ
れ
よ
り
高
い
利
率
で
貸
し
付
け
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
利
息
に
つ
い
て

法
律
で
二
重
の
利
率
の
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
二
重
の
利
率
に
よ
る
金
利

の
差
が
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
」
で
す
。

サ
ラ
金
等
の
利
息
の
利
率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
次
第
に
低
く
改
正
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
H

19
年
12
月
を
以
っ
て
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
は
な
く

な
る
法
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

借
入
金
額
が
大
き
く
減
り
、
ま
た
は
払
い
過

ぎ
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
長
い
期
間
返
済
を
続

け
て
き
た
か
ど
う
か
に
よ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ

数
年
の
取
引
と
い
う
場
合
は
大
幅
な
減
額
は
期

待
で
き
ま
せ
ん
。
前
記
の
実
例
は
、
古
い
借
入

で
は
１
５
年
以
上
返
済
を
続
け
て
来
た
と
い
う

特
異
な
も
の
で
す
。

無
駄
な
利
息
を
払
い
続
け
て
い
つ
ま
で
経
っ
て

も
元
金
が
減
ら
な
い
状
況
か
ら
早
く
抜
け
出
し
、

収
入
の
範
囲
で
暮
ら
す
「
健
全
な
生
活
」
を
送
る

た
め
に
も
、
一
日
も
早
く
債
務
整
理
を
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

も
し
、
あ
な
た
の
身
近
に
い
る
人
が
多
重
責
務

で
困
っ
て
い
た
ら
専
門
家
に
相
談
さ
れ
る
よ
う
勧

め
て
下
さ
い
。
あ
な
た
に
合
っ
た
債
務
整
理
の
方

法
は
必
ず
見
つ
か
り
ま
す
。

悩
ん
で
な
い
で
ま
ず
な
ん
で
も
相
談
”ほ
っ
と

ダ
イ
ヤ
ル
“
０
１
２
０-

３
９-

６
０
２
９
に
お

電
話
く
だ
さ
い
。

「
こ
の
よ
う
な
立
場
の
人
が
ど
う
し
て
？
」。
原
因
は
多
重
債
務
に
陥
り
、
自
分
で
は
正
し
い
判
断
も
で
き
な

い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
事
件
の
数
々
。
各
方
面
で
多
重
債
務
者
の
相
談
窓
口
を
開
設

し
救
済
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
号
は
、
多
重
債
務
対
策
に
あ
て
た
特
集
で
す
。
相
談
シ
リ
ー
ズ
も
前
号
に
引
き
続
い
て
元

長
野
県
弁
護
士
会
会
長
、
現
・
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）
長
野
地
方
事
務
所
副

所
長
で
あ
り
当
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
主
任
弁
護
士
の
佐
藤
豊
弁
護
士
に
、「
多
重
債
務
者
と
債
務
整

理
の
手
法
」
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
相
談
実
例
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
シリーズシリーズ
No.7No.7
シリーズ
No.8

「
多
重
債
務
問
題
」

「
多
重
債
務
問
題
」

（
多
重
責
務
を
整
理
す
る
４
つ
の
方
法

は
、
右
項
参
照
）

【
事
例
①
】（
女
性
）

《
パ
ー
ト
収
入
の
全
て

を
返
済
に
充
て
て
も

追
い
つ
か
な
い
サ
ラ

金
返
済
。》

【
事
例
②
】（
女
性
）

《
ロ
ー
ン
の
一
本
化
の
た
め
ハ
ガ
キ
の
指
示
に
従

い
、
更
に
サ
ラ
金
か
ら
借
り
て
送
金
し
た
が
…
。》

【
債
務
整
理
の
事
例
】
過
払
金
の
返
還
請
求

（
佐
藤
豊
弁
護
士
）

利息制限法による引き直し計算と過払金返還請求額　（単位：円）

※約450万円の借入金がゼロになり、更に過払金返還で約500万円が戻った例

（消費者金融クレジット会社） （再計算過払金）

債権者

A社

B社

C社

D社

E社

F社

6社計

495,179

499,537

2,045,397

467,268

490,509

494,501

4,492,391

▲688,684

▲513,759

▲1,961,821

▲4,070,638

281,350

▲962,358

▲7,915,910

▲688,000

▲510,000

▲1,600,000

▲1,500,000

270,000

▲960,000

借入金残額 利限計算 和解内容

▲4,988,000
（戻って来たお金）
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塩尻地区労福協 ＜第17回定期総会＞
●開催日／2007年5月28日(月)
●場　所／ろうきん塩尻支店会議室

飯田地区労福協 ＜第5回定期総会＞
●開催日／2007年5月30日(水)
●場　所／飯田勤労者福祉センター

①労働者福祉活動の強化発展に向け、各種研修会、学習会、勤労者ま
つり、体育大会等の取り組みを着実に実施する。
②飯伊地域の勤労者の融和をはかるため、飯田地区労福協単独行事と
して「ソフトバレーボール大会」を開催する。

③飯田地区労福協活動の柱として各種
研修会を実施する。
④飯伊地域勤労者互助会へ、会長及び
幹事を引き続き役員として選出し、
運営に協力して行く。
⑤県労福協の進める「生活あんしんネ
ットワーク事業」について取り組め
るところから検討を開始して行く。

①昨年度までの経過と反省を生かしボランティ
ア活動を始めとした諸事情や労働者福祉と市
民生活の向上を求めた市政要求を関係団体と
共に取り組む。
②ボランティア活動・バスツアー・スポーツ大会
は、未組織労働者や地域の人々の参加を募り、
多くの皆さんに労福協を理解してもらう。
③県労福協「くらし・なんでも相談ほっとダイ
ヤル」の周知に努める。
④労働運動と労働者福祉運動は、車の両輪。抱えている課
題は多種多様であるが「あたたかみ・魅力あふれる労働
者福祉」の実現に向けて、その役割と責任を果たしたい。

飯田地区労福協

大北地区労福協 ＜第12回定期総会＞
●開催日／2007年6月1日(金)
●場　所／大町市総合福祉センター

佐久地区労福協 ＜第2回定期総会＞
●開催日／2007年6月15日(金)
●場　所／小諸コミュニティセンター

①基本的には県労福協の活動方針に沿って、地域の実情に合わせて幹
事会で十分な検討をして実施する。
②｢ライフプラン研修」「勤労者体育大会佐久地区予選会」を開催する。
③定期的に新聞広告を出し、一般市民にも労福協を知っていただく活

動と共に、労金・全労済の利用促進を図って行
く。又、機関紙の定期発行に努める。
④勤労者全体が一体となって取り組める政策を
立案し、自治体への要請活動を展開し、実現
を図る。
⑤未組織勤労者への活動拡大を目指し、市町村
互助会との連携が取れるように検討して行く。

①労働会館の管理指定業務について、労働会館の健
全経営を含め、責任ある管理運営に努めて行く。
②労働者が健全・安心・安全の生活を送るため
の、ライフセミナーの課題別開催に努める。
③労働団体、労働者福祉事業団体、行政、互助
会が相互に協力しながら、組織労働者だけで
なく未組織労働者、地域市町村民へも参加を
募るべく周知方法の創意工夫に努める。
④各構成団体との情報交換及び交流をしながら、労
働者福祉向上に向けた情報誌の発行に努める。

佐久地区労福協

長野地区労福協 ＜第25回定期総会＞
●開催日／2007年6月20日(木)
●場　所／長野ホテル「犀北館」

●開催日／2007年6月25日(月)
●場　所／伊那勤労会館会議室

①各構成役員の意見を十分反映させるためにも、
年間４回の幹事会・役員会開催を目指す。
②未加盟の労働団体、市町村勤労者互助会など
の接点を強めると共に、利害を共有する団
体・組織等との連携を目指す。
③南信ブロック会議の定期開催を検討・打診し、活動の広域化を目指す。
④｢生活あんしんネットワーク事業」の早期具現化など、取り組みを
加速して行く。
⑤｢専従者配置」につき、幹事会・関係組織と具体的検討をする。

⑥｢ライフサポートセンター」という呼称につい
ては、未組織勤労者対策のツールとして採用に
向けた検討をして行く。

①県労福協の方針を受け、モデル地区として、更なる「生活あ
んしんネットワーク事業」の推進に向けて、検討を重ねる。

②独自の「福祉相談ダイヤル」の周知に努め一般市
民の利用拡大を図る。
③｢囲碁・将棋大会」「地区勤労者体育大会」「親子ふれあい
企画」「良きパートナーを探そう」等の事業を継続する。

④老後の豊かな人生設計の一助とするために「生涯
生活サポート研修会」を開催する。
⑤福祉活動の共助として「車いす貸出し事業」を継続する。
⑥市町村自治体との関係を密にし、各級議員
との連携も深め労働者福祉に関する政策・
制度要求の実現を目指す。

須高地区労福協 ＜第20回定期総会＞
●開催日／2007年6月27日(水)
●場　所／須坂市第一勤労者研修センター

松本地区労福協 ＜設立総会＞
●開催日／2007年5月11日(金)
●場　所／松本勤労者福祉センター

①最重点課題として「生活あんしんネットワーク事業」を推進して行く。
②労働団体と連携して、メーデーに関わり、費用補助行う。
③勤労者文化祭を11月に実施予定。
④勤労者体育大会地区予選会の開催。
⑤労金・全労済・住宅生協との連携による研修会開催。
⑥労福協独自の各種福祉研修会開催。
⑦会員相互の親睦を深めるため、ゴルフコンペ開催。

①｢生活あんしんネットワーク事業」を中心に、労働者の福
祉分野全般に亘っての向上を図る活動を展開する。
②各企業の従業員互助会などの組織にも加入の呼びかけを行
うと共に、各市町村の勤労者互助会との連携も図って行く。

③｢バスハイク」「勤労者文化祭」「新春パーティー」「生涯
サポート研修会」等の活動を継続実施する。
④結成20周年記念フェスティバルを開催する。

長野地区労福協

上伊那地区労福協

上伊那地区労福協 ＜2007年度定期総会＞



中
央
労
福
協
主
催
の
２
０
０
７
年
度

全
国
研
究
集
会
が
、
６
月
７
日
〜
８
日

の
二
日
間
に
亘
り
新
潟
市
「
ホ
テ
ル
新

潟
」
に
於
い
て
２
２
３
名
参
加
に
よ
り

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、「
社
会
的
共
感
の
得
ら
れ

る
運
動
を
協
働
し
て
取
り
組
む
た
め

に
」
と
い

う
テ
ー
マ

に
沿
い
、

労
福
協
が

担
う
勤
労

者
へ
の
セ

ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
機

能
を
社
会

的
な
共
感

を
得
な
が

ら
協
働
し

て
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
を
確
認
し
合

い
ま
し
た
。

一
日
目
の
基
調
講
演
で
は
、
慶
応
義

塾
大
学
樋
口
美
雄
教
授
か
ら
、
戦
後
最

大
の
好
景
気
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
働

く
者
に
は
そ
の
実
感
が
無
く
、
相
変
わ

ら
ず
勤
労
者
へ
の
し
わ
寄
せ
が
続
い
て

い
る
。
そ
し
て
、
格
差
社
会
・
二
極
化

の
発
生
す
る
要
因
を
考
察
し
、
地
域
再

生
の
た
め
に
、
労
福
協
運
動
の
役
割
は

非
常
に
大
き
い
と
い
う
事
を
学
ん
だ
。

又
、
作
家
、
石
川
英
輔
氏
か
ら
は
、

環
境
問
題
に
つ
い
て
、
世
界
で
も
類
を

見
な
い
、「
循
環
型
社
会
」
で
あ
っ
た

江
戸
時
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
、
地

域
の
連
携
・
提
携
の
大
切
さ
を
確
認
し
、
現
代
に

活
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

二
日
目
は
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、

「
暮
ら
し
に
関
す
る
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
必
要
性
と
、

こ
の
事
業
を
我
々
が
取
り
組
み
、
生
活
者
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
福
祉
が
大
き
く
前
進
す
る
と
い
う
事
を
再

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

労
働
者
福
祉
東
部
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
主
催
の

「
第
一
期
（
後
期
）
福
祉
リ
ー
ダ
ー
塾
」
が
６
月
８

日
〜
９
日
の
二
日
間
に
亘
り
新
潟
県
湯
沢
町
「
ナ

ス
パ
ニ
ュ
ー
オ
オ
タ

ニ
」
に
於
い
て
33
名

参
加
に
よ
り
開
催
さ

れ
、
県
労
福
協
か
ら

は
竹
元
事
務
局
長
が

参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
福
祉
リ
ー
ダ

ー
塾
は
、
地
域
と
職

場
で
労
働
者
福
祉
運

動
の
新
た
な
創
造
を

担
う
リ
ー
ダ
ー
を
育

成
す
る
た
め
に
、
昨
年
十
月
の
前
期
研
修
に
引
き

続
き
開
講
さ
れ
た
も
の
で
す
。

一
日
目
は
、
労
働
金
庫
及
び
全
労
済
か
ら
講
師

を
招
き
、
労
働
金
庫
・
全
労
済
運
動
の
基
本
方
向

と
充
実
・
発
展
に
む
け
た
課
題
に
つ
い
て
提
起
さ

れ
、
労
福
協
を
は
じ
め
、
労
働
団
体
、
福
祉
事
業

団
体
が
従
来
以
上
に
連
携
を
強
化
し
、
労
働
者
福

祉
運
動
を
盛
り
上
げ
る
必
要
性
を
確
認
し
合
い
ま

し
た
。

二
日
目
は
、
連
合
副
事
務
局
長
高
橋
均
氏
か
ら
、

現
在
全
国
に
は
、
全
勤
労
者
の
82
％
を
占
め
る
未

組
織
の
勤
労
者
が
お
り
、
従
来
か
ら
の
職
域
に
加

え
、「
生
活
地
域
」
へ
の
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
い

る
。
又
、
そ
れ
に
加
え
、
団
塊
の
世
代
が
大
挙
し

て
定
年
を
迎
え
一
挙
に
地
域
に
入
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
円
滑
に
地
域
に
溶
け
込
め
る
よ
う
に

導
く
こ
と
や
、
逆
に
、
長
年
培
っ
た
知
識
、
知
恵
、

技
術
等
を
、
活
か
す
た
め
の
仕
組
み
作
り
が
大
切

で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

国
の
多
重
債
務
問
題
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
、

全
国
に
先
駆
け
て
県
と
し
て
「
長
野
県
多
重
債
務

者
対
策
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
、
去
る
７
月
18
日

に
長
野
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
第
１
回

目
の
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
に
は
、
県
労
福
協
、
県
弁
護
士
会
、

県
司
法
書
士
会
、
労
働
金
庫
を
は
じ
め
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
も
含
め
全
部
で
25
の
団
体
、
機
関
が
関
わ
り
、

長
野
県
と
き
め
細
か
な
連
携
を
保
ち
な
が
ら
、
多

重
債
務
者
の
救
済
活
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
又
、
主
だ
っ
た
市
に
も
同
様
の
対
策

協
議
会
を
設
立
す
る
よ
う
、
県
と
し
て
順
次
指
導

し
て
い
く
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
長
野
市
地
域
に
お
け
る
多
重
債
務
者
の

救
済
と
生
活
支
援
を
行
う
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
に
向
け
て
、「
県
労
福
協
」「
弁
護
士
会
」「
司

法
書
士
会
」「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
が
の
コ
ス
モ
ス
の
会
」
の

四
者
に
よ
る
第
１
回
懇
談
会
が
７
月
４
日
長
野
市

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
県
の
「
多
重
債
務
者
対
策
協
議
会
」

の
基
本
事
項
を
参
考
に
し
、
身
近
な
生
活
地
域
に

も
同
様
の
組
織
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
主
旨
で
、

今
後
、
懇
談
し
た
四
者
の
他
に
も
、
多
重
債
務
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
に
賛
同
を
呼
び
か
け

構
成
組
織
を
確
立
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

長
野
県
市
町
村
勤
労
者
互
助
会
・
共
済
会
連
絡

協
議
会
第
19
回
総
会
が
７
月
11
日
松
本
勤
労
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
共
済
会
連
絡
協
議
会
は
、
県
下
に
１
０，

０
０
０
事
業
所
、
会
員
数
７
８，

０
０
０
人
を
擁

す
る
大
き
な
組
織
で
あ
り
、
地
域
の
未
組
織
勤
労

者
と
の
接
点
を
確
保
す

る
た
め
に
も
連
携
が
不

可
欠
で
す
。

平
成
19
年
度
の
活
動

計
画
の
中
で
、
労
金
・

全
労
済
と
連
携
し
た
各

種
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や

住
宅
生
協
の
木
造
耐
震

診
断
、
リ
フ
ォ
ー
ム
無

料
相
談
な
ど
労
働
者
福

祉
事
業
団
体
と
の
連
携
に
つ
い
て
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

特
に
、
県
労
福
協
が
労
働
団
体
・
福
祉
事
業
団

体
・
地
区
労
福
協
と
連
携
し
て
進
め
て
い
る
「
生

活
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
の
具
体
的
地

域
展
開
へ
の
サ
ポ
ー
ト
や
互
助
会
共
済
会
共
有
施

設
の
共
同
化
・
相
互
利
用
の
検
討
を
進
め
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

又
、
共
済
会
広
報
に
「
ほ

っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
広
告
掲

載
や
、
去
る
６
月
５
日
に
開

催
さ
れ
た
「
西
山
部
勤
労
者

互
助
会
評
議
員
会
」
に
県
労

福
協
青
木
専
務
理
事
が
来
賓

と
し
て
招
待
さ
れ
る
な
ど
、

徐
々
に
地
域
の
勤
労
者
互
助

会
と
の
繋
が
り
が
深
ま
っ
て

き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
流
れ

を
大
切
に
し
て
い
き
ま
す
。

ながの労福協 〈ライフサポートセンター〉（5） 2007年8月1日第242号

全国から集った参加者

〈生活あんしんネットワーク事業関連〉〈生活あんしんネットワーク事業関連〉
中
央
労
福
協

２
０
０
７
年
度
全
国
研
究
集
会
開
催

東
部
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

第
一
期
（
後
期
）
福
祉
リ
ー
ダ
ー
塾
開
催

「
長
野
県
多
重
債
務
者
対
策
協
議
会
」

及
び
「
長
野
地
域
多
重
債
務
者
救
済

に
向
け
て
の
懇
談
会
」
開
催

県
市
町
村
勤
労
者
互
助
会
・
共
済
会
連
絡
協
議
会

第
19
回
総
会
開
催

講演を聴く参加者

総会で挨拶をする石田会長

西山部勤労者互助会評議員会
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消
費
生
活
条
例
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
の
目
的

に
は
、「
消
費
者
が
巻
き
込
ま
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
よ

り
複
雑
、
多
様
で
巧
妙
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
お

り
、
要
綱
に
よ
る
対
応
で
は
な
く
、
よ
り
公
平
性
、

透
明
性
が
確
保
さ
れ
、
対
外
的
に
も
効
力
の
あ
る

条
例
制
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
例

制
定
を
含
め
た
消
費
者
施
策
の
総
合
的
な
推
進
の

検
討
を
行
う
た
め
、『
長
野
県
消
費
生
活
条
例
（
仮

称
）
検
討
委
員
会
』
を
設
置
す
る
。」
と
記
述
さ
れ

て
い
ま
す
。

消
費
者
団
体
が
こ
れ
ま
で
再
三
主
張
し
て
き
た

「
要
綱
で
は
な
く
条
例
に
よ
る
対
応
の
必
要
性
」
を

県
が
自
ら
の
文
書
で
認
め
た
こ
と
は
、
私
達
の
長

期
に
及
ぶ
運
動
の
大
き
な
成
果
で
す
。

検
討
委
員
会

は
、
消
費
者
代
表

３
名
、
事
業
者
代

表
３
名
、
学
識
経

験
者
２
名
、
市
町

村
代
表
２
名
の
計

10
名
で
構
成
さ

れ
、
県
労
福
協
や

県
生
協
連
が
参
加

す
る
長
野
県
消
団

連
か
ら
も
消
費
者
代
表
の
委
員
と
し
て
参
加
し
て

い
ま
す
。

委
員
会
は
今
年
度
４
回
の
会
議
を
開
催
し
、
そ

の
都
度
、
条
例
骨
子
案
、
要
綱
案
、
条
例
案
に
つ

い
て
、
県
民
か
ら
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
含

め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

８
月
に
は
骨
子
案
が
公
開
さ
れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
が
募
集
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
県
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
条
例
検
討
委
員
会
の
サ
イ
ト
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

今
後
は
、
広
く
県
民
の
中
に
条
例
の
意
義
を
浸

透
さ
せ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
被
害
の
抑
止
と
救

済
に
実
効
性
の
あ
る
条
例
を
つ
く
る
た
め
に
積
極

的
に
提
言
し
、
条
例
制
定
の
県
の
取
り
組
み
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
。

悪
質
商
法
ト
ラ
ブ
ル
が
後
を
絶
た
な
い
中
、
消

費
者
団
体
が
消
費
者
個
人
に
代
わ
っ
て
業
者
を
訴

え
る
こ
と
が
で
き

る
「
消
費
者
団
体

訴
訟
制
度
」
が
６

月
７
日
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
消
費
者

契
約
法
で
は
で
き

な
か
っ
た
不
特
定

多
数
へ
の
不
当
な

勧
誘
の
差
し
止
め

や
不
当
な
契
約
条

項
の
削
除
の
請
求

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
訴
訟
を
起

せ
る
の
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
総
理
大
臣
が

認
定
し
た
「
適
格
消
費
者
団
体
」
で
す
が
、
現
在
、

東
京
と
関
西
の
二
つ
の
団
体
が
申
請
中
で
す
。

長
野
県
労
福
協
も
加
盟
す
る
長
野
県
消
費
者
団

体
連
絡
協
議
会
で
は
、
６
月
の
代
表
者
会
議
に
お

い
て
、「
消
費
者
機
構
日
本
」
の
団
体
正
会
員
Ｂ
と

し
て
入
会
す
る
こ

と
を
確
認
し
、
同

会
に
申
請
の
手
続

き
を
と
り
ま
し

た
。
入
会
が
認
め

ら
れ
れ
ば
、
同
会

と
連
携
し
、
長
野

県
内
に
お
け
る
消

費
者
被
害
の
拡
大

防
止
を
め
ざ
し
ま

す
。

県
労
福
協
・
連
合
長
野
・
県
労
組
会
議
・
中
立
労
連
・
生
協
連
が
加
盟
す
る
長
野
県
消

費
者
団
体
連
絡
協
議
会
な
ど
、
県
内
の
消
費
者
団
体
や
県
弁
護
士
会
の
要
請
を
受
け
、
よ

う
や
く
長
野
県
が
条
例
制
定
の
検
討
を
表
明
し
、
今
年
度
、
消
費
生
活
条
例
（
仮
称
）
検

討
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

５
月
30
日
（
水
）
に
は
、
白
井
生
活
環
境
部
長
も
臨
席
し
て
、
第
１
回
委
員
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

欲張り収穫体験欲張り収穫体験
ものを育てる喜び、自然とのふれあいを感じながら、働くことへのワンステップ。貴重な体験が待っています！

※部分参加も可能です！日　程（予定）
りんご玉回し

里芋・しいたけ収穫

りんご収穫

農作物販売体験

10月28日（日）　小林りんご農園（長野市豊野町）

10月31日（水）　㈱長印ながのファーム（長野市市場）

11月15日（木）～17日（土）　小林りんご農園（長野市豊野町）

11月23日（金祝）　勤労フェスティバル・城山公園（長野市）

主催：長野県地域労使就職支援機構・ジョブカフェ信州
後援：長野県労働者福祉協議会（ライフサポートながの）
お問い合わせ：TEL026-228-0320（ジョブカフェ信州事務局）
　　　　　　TEL026-231-6520（支援機構事務局）

参加資格
概ね35歳未満
の若者

参加費　無料
定員　20名

　消費者団体訴訟制度を活用し、不当な約款や不当な
勧誘行為を洗い出して、その是正を積極的にすすめて
いくことを目的に設立された NPO＝特定非営利活動法
人。
　消費者被害に関わる情報を把握、蓄積し、学識者や
専門家とともに、消費者被害の未然防止・拡大防止を
はかり、消費者の権利の確立を目指している。

消費者機構日本（COJ）とは



長
野
県
住
宅
生
協
は
、
５
月
25
日
に
長
野
市

岡
田
町
「
サ
ン
パ
ル
テ
山
王
」
に
於
い
て
第
26

回
通
常
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
総
会
に
は
、

本
人
・
代
議
員
92
名
を
は
じ
め
、
来
賓
、
役
員

合
わ
せ
て
１
１
３
名
が
出
席
し
盛
大
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

総
会
は
、
神
津
理
事
の
開
会
挨
拶
の
後
、
議

長
に
情
報
労
連
の
清
澤
賢
司
氏
を
選
出
し
、
議

事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
冒
頭
吉
川
理
事
長
が

「
県
内
の
住
宅
着
工
件
数
は
堅
調
な
伸
び
を
示
し

て
い
る
が
、
今
後
、
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少

な
ど
の
影
響
を
考
え
る
と
、
先
を
見
据
え
た
事

業
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。
又
、
生
協
法
改
正
も

国
会
を
通
過
し
、
こ
れ
か
ら
詳
細
が
明
確
に
な

る
が
、
引
き
続
き
法
令
を
遵
守
し
つ
つ
、
低

廉
・
安
心
・
安
全
な
住
宅
を
提
供
し
て
い
く
」

と
挨
拶
し
ま
し
た
。

議
事
は
、
池
内
常
勤
理
事
よ
り
事
業
報
告
・

決
算
報
告
が
さ
れ
、
報
告
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

又
、
２
０
０
７
年
度
事
業
・
活
動
方
針
①
勤

住
協
事
業
と
独
自
事
業
は
、
兼
ね
合
い
を
見
な

が
ら
推
進
す
る
。
②
勤
労
者
に
優
良
な
住
宅
を

提
供
す
る
と
共
に
、
円
滑
な
運
営
、
安
定
的
な

事
業
運
営
に
努
め
る
。
③
新
規
事
業
用
に
「
安

心
・
安
全
・
低
廉
」
な
住
宅
用
地
を
取
得
、
提

供
す
る
。
④
環
境
対
応
商
品
「
光
触
媒
」
関
連

事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。
等
に
つ
い
て
北

原
専
務
理
事
が
提
案
し
、
採
決
の
結
果
、
満
場

一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
総
会
で
承
認
さ
れ
た
事
項
に
沿
っ
て
、

事
業
展
開
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
野
県
労
働
金
庫
は
、
６
月
22
日
第
58
回
通

常
総
会
を
長
野
市
「
ホ
テ
ル
国
際
21
」
で
開
催

し
た
。
総
会
に
は
代
議
員
を
は
じ
め
、
来
賓
、

役
員
合
わ
せ
約
２
３
０
名
が
出
席
。
初
め
に
平

成
18
年
度
（
第
56
期
）
剰
余
金
処
分
案
、
つ
づ

い
て
利
用
分
量
配
当
金
の
一
部
を
長
野
県
労
働

金
庫
奨
学
会
基
金
な
ら
び
に
地
域
活
動
活
性
化

資
金
と
し
て
拠
出
す
る
件
、
平
成
19
年
度
（
第

57
期
）
事
業
計
画
案
等
が
審
議
さ
れ
た
。

総
会
は
河
原
理
事
の
開
会
挨
拶
の
後
、
三
好

雅
彦
理
事
が
、
定
款
の
規
定
に
基
づ
き
議
長
と

な
り
、
総
会
成
立
を
宣
言
し
議
案
の
審
議
に
入

っ
た
。

冒
頭
、
西
村
専
務
理
事
が
現
況
報
告
等
に
加

え
、「
組
合
員
に
役
立
つ
生
活
応
援
運
動
を
確
固

た
る
も
の
に
し
て
い
く
。
特
に
多
重
債
務
支
援

制
度
の
確
立
を
す
る
べ
く
昨
年
12
月
の
貸
金
業

法
改
正
を
受
け
て
、
労
働
金
庫
が
一
定
の
リ
ス

ク
を
背
負
っ
て
勤
労
者
支
援
に
力
を
入
れ
て
い

く
」
と
挨
拶
。

ま
た
、
来
賓
で
は
、
石
田
長
野
県
知
事
代

理
、
県
労
福
協
近
藤
理
事
長
か
ら
挨
拶
を
い

た
だ
い
た
。

議
事
は
第
１
号
議
案
か
ら
第
６
号
議
案
ま
で

審
議
さ
れ
、
質
疑
で
は
「
労
働
運
動
の
強
化
に

向
け
て
議
論
を
重
ね
て
も
ら
い
た
い
。
現
実
は

格
差
社
会
や
二
極
化
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

企
業
閉
鎖
や
合
併
と
い
う
厳
し
い
環
境
で
会

員
・
組
合
員
の
目
線
に
立
っ
た
商
品
制
度
・
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
も
ら
い
た
い
」
等
の
意
見

が
出
さ
れ
た
。
労
働
組
合
運
動
に
寄
与
す
る
た

め
に
労
働
金
庫
の
生
活
応
援
運
動
が
あ
り
、
今

後
共
一
層
取
組
み
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
を
確

認
し
、
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

ながの労福協 〈ライフサポートセンター〉（7） 2007年8月1日第242号

　県労福協の構成団体である「（財）長野県労働者福祉基金協会」（略称：労働基金）では、住宅取得にかかわる
税金、相続、贈与などの税金問題について、労働団体、労働組合、福祉事業団体が主催する「税務セミナー」に税
理士を講師として派遣する事業を始めました。

県税理士会長野県支部連合会で選考いただいた税理
士の方とします。

①講師の選定

講師料は全額労働基金が負担します。

②講師料（交通費を含む）

講師を依頼する場合は、最寄の労金、全労済、生協、労
福協の営業店・支所・事務所等へお申し込み下さい。

③講師派遣の手続き

2007年6月18日より

④派遣事業開始日

主催者あいさつを聴く参加者

事業報告を聴く代議員

長
野
県
住
宅
生
協

第
26
回
通
常
総
会
開
催

長
野
県
労
働
金
庫

第
58
回
通
常
総
会
開
催



定
期
総
会
に
は
来
賓
と
し
て
県
労

福
協
の
青
木
専
務
に
出
席
を
い
た
だ

き
、
構
成
組
織
よ
り
代
議
員
40
名
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
48
名
が
出
席
し
て
、

２
０
０
６
年
度
の
総
括
と
２
０
０
７

年
度
の
活
動
方
針
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

定
期
総
会
終
了
後
、「
労
金
の
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」
と
題
し
、
労

金
飯
田
支
店
の
伊
藤
真
史
さ
ん
よ
り
、

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
お
金

の
必
要
性
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
マ

ネ
ー
プ
ラ
ン
の
立
て
方
の
研
修
を
受
け

ま
し
た
。
ま
た
、
10
月
に
は
本
年
度
２
回

目
と
な

る
「
ラ

イ
フ
サ

ポ
ー
ト

研
修
会
」

を
予
定

し
て
い

ま
す
。

６
月
24
日
（
日
）「
飯
伊
地
区
勤
労

者
交
流
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
飯
伊

地
区
の
勤
労
者
が
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
を

通
じ
て
、

世
代
を

超
え
て

交
流
を

深
め
る

と
と
も

に
、
楽

し
く
汗

を
流
す

こ
と
に

よ
っ
て
、

健
康
・

体
力
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
昨
年
度
よ
り
幹
事
会
で
検
討

を
重
ね
、
よ
う
や
く
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
飯
伊
地
区
の
16
の
企

業
・
事
業
所
よ
り
、
24
チ
ー
ム
、
１

３
０
名
余
の
参
加
が
あ
り
、
盛
大
に

開
催
で
き
ま
し
た
。

初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
、
大
勢

の
皆
さ
ん
に
参
加
を
い
た
だ
い
た
の

で
、
今
回
の
反
省
を
生
か
し
、
次
年

度
も
開
催
を
す
る
予
定
で
す
。
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５
〜
６
月
は
地
区
労
福
協
の
総
会
に
出
席

す
る
た
め
、
県
内
各
地
を
回
り
ま
し
た
が
、

移
動
の
車
窓
か
ら
眺
め
る
信
州
の
美
し
さ
に

改
め
て
感
動
し
ま
し
た
。

飯
田
に
向
か
う
高
速
バ
ス
は
、
西
に
木
曽

駒
ケ
岳
、
東
に
北
岳
を
は
じ
め
、
３
千
ｍ
級

の
山
々
が
連
な
る
伊
那
谷
を
走
り
ま
す
。

一
滴
の
雪
解
け
水
が
こ
れ
ら
の
高
嶺
を
駆

け
下
り
、
多
く
の
命
を
育
む
天
竜
川
を
造
っ

て
い
ま
す
。
一
見
平
地
が
少
な
い
伊
那
谷
で

す
が
、
上
手
く
そ
の
利
を
活
か
し
な
が
ら
、

発
展
を
し
て
い
ま
す
。

伊
那
谷
で
聞
か
れ
る
語
尾
に
「
に
」
が
つ

く
方
言
を
聞
く
と
心
が
和
む
の
で
す
が
、
今

回
飯
田
地
区
の
総
会
で
笑
顔
豊
か
な
仲
間
に

出
会
い
、
更
に
心
を
温
か
く
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
飯
田
の
総
会
で
は
来
賓
は
水
引
の
リ
ボ

ン
を
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
水

引
に
は
「
人
の
縁
（
え
に
し
）
の
結
び
、
時

を
越
え
て
、
縁
と
縁
を
固
く
結
ん
で
い
き
た

い
」
そ
ん
な
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。

水
引
も
元
は
簡
単
に
破
れ
て
し
ま
う
紙
。

し
か
し
縒
り
結
ぶ
こ
と
で
決
し
て
切
れ
な
い

強
い
も
の
に
な
る
。
人
も
同
じ
で
、
一
人
で

は
心
も
と
な
く
と
も
、
心
を
結
び
団
結
す
る

こ
と
で
強
い
力
が
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
一
枚
の
紙
が
な
け

れ
ば
水
引
は
作
れ
な
い
。
大
河
の
水
も
一
滴

か
ら
・
・
・
。

自
然
・
伝
統
の
心
・
そ
し
て
人
々
、
私
た

ち
の
周
り
に
は
す
で
に
美
し
さ
が
溢
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
そ
れ
に
気
付
か
な
い
人
が
多
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。（
青
）

山
な
み

●
官
製
は
が
き
に
答
え
を
書
い

て
県
労
福
協
へ（
宛
先
は
表
紙

に
あ
り
ま
す
。）

●
労
福
協
の
機
関
誌
に
対
す
る

意
見
・
要
望
を
何
か
一
言
。

●
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・

所
属
団
体
（
単
組
名
）
又
は

勤
務
先
を
忘
れ
ず
に
。

●
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で

５
名
の
方
に
図
書
カ
ー
ド

（
千
円
分
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

●
締
切
り
　
8
月
31
日

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
応
募
方
法

当
選
者
（
5
名
・
敬
称
略
）

木
原
　
奉
文
（
長
野
市
）

徳
竹
　
雅
美
（
小
布
施
町
）

大
野
　
恭
裕
（
伊
那
市
）

山
田
　
謙
二
（
辰
野
町
）

高
木
　
美
香
（
岡
谷
市
）

地
区
労
福
協
か
ら
の
活
動
報
告

飯
田
地
区
労
福
協

飯
田
地
区
労
福
協

8左
に
並
ん
だ
二
枚
の
絵
を
見
比
べ
て
違
っ
て
い
る
箇
所
を

8
つ
探
し
て
下
さ
い
。

日
頃
使
わ
な
い
脳
へ
の
刺
激
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

1　　　2　　　3　　　4　　　5

A  　

B　

  

C　

  

D

前
回
の
正
解
は

飯
田
地
区
労
福
協
は
2
0
0
3
年
2
月
22
日
に
結
成
さ
れ
、
今
年
で

よ
う
や
く
5
年
目
を
迎
え
、
去
る
5
月
30
日
に
第
5
回
定
期
総
会
と
あ

わ
せ
て
、
労
金
の
「
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
開
催

定期総会でのライフプランセミナー

ソフトバレーボール大会


